
目

次

告

示

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
二

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
情

報

シ
ス
テ
ム
課
）
…
三

○
県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
俊
公
会

八
戸
市
石
堂
二
丁

目
二
四
の
六

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
就
労
継
続
支

援
Ｂ
型
事
業

所
と
な
み
の

杜

三
沢
市
大
津
二
丁

目
一
二
の
三
八
五
令
和
元
･一二･
一

株
式
会
社
み

よ
し
農
園

三
戸
郡
五
戸
町
字

苗
代
沢
三
の
三
〇
就
労
継
続

支
援
Ａ
型
就
労
継
続
支

援
施
設
Ａ
型

事
業
所
心
結
三
戸
郡
五
戸
町
字

苗
代
沢
三
の
三
〇
〃

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
阿
闍
羅
会
南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
三
ツ
目
内
字

水
沢
出
口
一
一
七

の
一

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
あ
や

め

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
上
牡

丹
森
一
〇
の
三

令
和
元
･一一･三〇

社
会
福
祉
法

人
阿
闍
羅
会
南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
三
ツ
目
内
字

水
沢
出
口
一
一
七

の
一

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
す
み

れ
荘

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
湯
野

川
原
六
の
一
〇

〃

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第89号令和元年11月27日 水曜日

第
八
十
九
号

令
和
元
年

十
一
月
二
十
七
日

（
水
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
及
び
更
生

医
療
）
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
マ
ル
チ
薬
局

平
川
市
本
町
北
柳
田
一
二
の
二
〇

令
和
元
･一二･
一

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
元
年
九
月
六
日
、
同
年
十
月
三
日
及
び
同
月
四
日
収
去
さ

せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公

表
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（ ）2青 森 県 報 第89号令和元年11月27日 水曜日

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
造
（
輸
入
）
年
月

試
験
項
目

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

日
和
産
業
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
肉
豚
肥
育
用
配
合
飼
料

エ
コ
肉
豚

元
.9

粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
T
D
N
、
水
分

無

日
和
産
業
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
９

同
左

ト
キ
ワ
印
配
合
飼
料

ト
キ
ワ
中
雛

元
.9

粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無

日
和
産
業
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
前
期

用
配
合
飼
料

ニ
チ
ワ
え
づ
け

元
.9

粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン

お
い
ら
せ
肉
豚
P

元
.10

粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
T
D
N
、
水
分

無

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン
一

ブ
ロ
ブ
リ
ー
ダ
ー
前
期

元
.10

粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン

し
の
ぎ
子
豚

元
.10

粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
T
D
N
、
水
分

無

三
共
理
化
工
業
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
下
揚
45の
60

同
左

チ
キ
ン
ミ
ー
ル

元
.10

粗
た
ん
白
質
、
粗
灰
分
、
水
分

無



公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

全
庁
Ｌ
Ａ
Ｎ
通
信
機
器

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
四
の
三
〇

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
十
月
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

み
ち
の
く
リ
ー
ス
株
式
会
社

青
森
市
橋
本
一
丁
目
四
の
一
〇

六

落
札
金
額

五
百
七
十
三
万
七
千
六
百
円

（
本
件
は
、
青
森
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
第
二
条
に

規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ
り
、
契
約
期
間
は
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
三
十

一
日
ま
で
で
あ
る
。
前
記
落
札
金
額
は
、
契
約
初
年
度
に
お
け
る
契
約
金
額
で
あ
り
、
二
か
月
相

当
分
で
あ
る
。
）

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
元
年
八
月
十
九
日

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

所

在

地

地

目

地
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

八
戸
市
豊
洲
三
の
五

雑
種
地

一
一
、
八
五
六
・
一
一

二

予
定
価
格

一
億
三
千
二
百
七
十
八
万
八
千
四
百
三
十
二
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

一
に
掲
げ
る
土
地
の
所
在
地

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

入
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

（ ）3 青 森 県 報 第89号令和元年11月27日 水曜日



青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

２

入
札
日
時

令
和
元
年
十
二
月
十
九
日

午
前
九
時
か
ら

令
和
元
年
十
二
月
二
十
六
日

午
後
五
時
ま
で
（
必
着
）

土
曜
日
及
び
日
曜
日
の
受
付
は
、
行
わ
な
い
。

３

開
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
北
棟
三
階
県
土
整
備
部
Ｂ
会
議
室

４

開
札
日
時

令
和
二
年
一
月
六
日

午
後
二
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額
（
入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額
）
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日
午
後
二
時
か
ら
、
八
戸
市
豊
洲
三
の
五
に
お
い
て
現
地
説
明
を
行

う
。

（ ）4青 森 県 報 第89号令和元年11月27日 水曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
七
十
三
銭


